
(4)事業者から有害性を裏づける情報の報告を受けた場合に想定される国の対応

化学物質の類型 報告情報 事業者の取得情報 報告情報を踏まえた（ ）

行政側の対応の例の例

白告示物質 ○分解性、蓄積性、スクリー ○新たな判定の根拠として十

ニング毒性、長期毒性のい 分であれば、判定を見直し

ずれかに関する試験成績

指定化学物質 ○長期毒性に関する試験成績 ○長期毒性の判断の根拠とし

て十分であり、かつ、暴露

の状況に関する情報と併せ

て必要な場合には、当該指

定化学物質を第二種特定化

学物質に指定

分解性・蓄積 ○分解性、蓄積性のいずれか ○新たな判断の根拠として十

性の点検済み に関する試験成績 分であれば、判定を見直し

○スクリーニング毒性に関す ○毒性の判定実施に活用

る試験結果 ・難分解性・低蓄積性が判明

している化学物質→指定化

既 学物質に指定

存 ○長期毒性に関する試験結果 ○毒性の判定実施に活用

化 ・難分解性・低蓄積性が判明

学 している化学物質→指定化

物 学物質に指定

質 ・難分解性・高蓄積性が判明

している化学物質→第一種

特定化学物質に指定

分解性・蓄積 ○分解性、蓄積性、スクリー ○新たな判定の根拠として十

性の点検未了 ニング毒性、長期毒性のい 分であれば、指定化学物質

ずれかに関する試験成績 等に新たに指定

◇スクリーニング毒性：新規化学物質の審査の際に必要なスクリーニング毒性試験（ほ乳
類を用いる 日間の反復投与毒性試験、細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培28
養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験）において示される毒性

◇毒性については、環境中の生物への影響についても生態毒性、生活環境に係る動植物の
慢性毒性に関して同様に対応を行う。



７．既存化学物質に係る取組について

(1) 政府における有害性評価・リスク評価の取組の現状

政府における有害性評価の取組としては、厚生労働省、経済産業省及び環境省

において、既存化学物質を対象とする有害性試験の実施等により有害性データの

取得を進めてきているほか、経済産業省においては化学物質安全性評価シートの

作成・公表を行っている。また、リスク評価についても経済産業省及び環境省に

おいて取組が進められつつある。

対象物質の選定基準は必ずしも一致していないが、いずれの省においても原則

、 。として取扱数量が多く 安全性に懸念のある物質の優先度が高く設定されている

１．有害性試験

1) 化学物質審査規制法関連

化学物質審査規制法に基づく審査においては、環境経由での人への健康影

、 、響が対象となっており 既存化学物質に対する同法の適切な執行の観点から

分解性・蓄積性に関しては経済産業省が、毒性に関しては厚生労働省が試験

を実施している。これらの結果は、既存化学物質の化学物質審査規制法上の

判定に活用されている。

①分解性・蓄積性

取扱数量の多い物質を中心に実施し、これまでに１，２７９物質の点検結

果を公表している。対象物質の選定については、現在は以下の基準に基づき

行われている。

a)ＯＥＣＤ・ＨＰＶ物質
国際的に取扱量が多く、ＯＥＣＤ・ＨＰＶ物質に選定されている物質のうち、日本

が分担する物質。
b)化学物質排出把握管理促進法の指定物質

同法の第一種及び第二種指定物質のうち、分解性・蓄積性のデータがない物質。
c)取扱数量が多く、毒性等が懸念される物質

１００㌧／年以上の取扱実績を有する物質のうち、取扱数量、毒性予測結果等に基
づき対象物質を選定。

d)その他の懸念物質
・厚生労働省等において毒性試験が実施されている物質
・高蓄積性物質と類似構造を有し取扱実績のある物質
・文献等から高蓄積性が懸念される物質

②毒性

取扱量の多い物質を中心に、１９１物質（６７３試験）の点検結果を公表し

ている。現在の選定基準は以下のとおり。

a)ＯＥＣＤ・ＨＰＶ物質
b)その他の物質



環境省の 化学物質と環境 に収載されている既存化学物質のうちＯＥＣＤ・ＨＰＶ「 」
、 、 、リストに収載された物質 化学物質排出把握管理促進法第１種 第２種指定化学物質

難分解・低蓄積性物質及び用途が既知の物質。
なお、以下の物質については対象から除外している。
・環境から検出されていない物質
・ＯＥＣＤ・ＨＰＶ物質、ＩＣＣＡ・ＨＰＶ物質又は国際機関でリスクアセスメン

ト文書を作成済みの物質
・日本で評価文書を作成済みの物質
・農薬・医薬品・食品添加物の用途があるもの

＜試験項目＞

単回投与毒性試験／２８日間反復毒性試験／９０日間反復毒性試験／反復投与毒

性・生殖発生毒性併合試験／簡易生殖毒性試験／一世代生殖毒性試験／復帰変異試験

／染色体異常試験／小核試験 等 （試験項目は物質によって異なる）

2) 労働安全衛生法関連

厚生労働省では、労働者にがんその他の重度の健康障害を有する恐れの有

無を確認するため、労働安全衛生法５７条の３に基づく事業者による調査の

ほかに、同法第５７条の４の規定に基づき、国自ら行う既存化学物質の有害

。 、 、 、 、性調査を実施している 対象物質については 製造量 製造事業者数 用途

、 、これまでに得られている有害性の知見等を勘案して選定され 変異原性試験

がん原性試験、生殖発生毒性試験を実施している。

変異原性試験は昭和５５年度から平成１２年度までに合計５３０物質を実

施（現在、データ集にデータを公開しているのはこれらのうち３４９物質）

し、原則として微生物を用いる変異原性試験とほ乳類培養細胞を用いる染色

体異常試験の両方で陽性の１１８物質については法律に基づき物質名を公表

している。

がん原性試験は、平成１３年度までに３８物質の試験に着手し、がん原性

が認められたとして大臣の指針を策定した１２物質の結果を公表している。

生殖発生毒性試験は、平成１３年度までに５物質の試験に着手している。

3) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律関連

厚生労働省では、上記法律の対象となる家庭用品に使用される化学物質の

安全性評価のための試験検査を行っており、平成３年度から平成１２年度ま

でに実施した５７物質の結果を公表している。

＜試験項目＞

変異原性試験、生殖発生毒性試験、皮膚感作性試験、細胞毒性試験、連続投与毒性試験

等（試験項目は物質によって異なる）

4) 環境省が実施している生態毒性に関する試験

主としてＯＥＣＤ・ＨＰＶ物質を対象として環境残留状況等を踏まえて物

質を選定し「生態影響試験事業」を実施しており、これまでに平成７～１０

年度に実施した１８５物質について結果を公表している。



＜試験項目＞

藻類生長阻害試験／ミジンコ急性遊泳阻害試験／ミジンコ繁殖試験

（ ）魚類急性毒性試験／魚類初期生活段階毒性試験／魚類延長毒性試験 平成９年度まで

２．化学物質安全性評価シート

経済産業省では、文献調査等により収集した化学物質の総合的な安全性につい

ての情報に専門家による評価を加え、その結果を既存化学物質安全性（ハザー

ド）評価シートとしてまとめている。これまでに化学物質排出把握管理促進法

の第一種指定化学物質を中心に２５６物質の評価シートを作成・公表してきて

いる。

＜記載項目＞
・名称、構造式等 ・哺乳動物毒性データ
・物理・化学的性状データ （げっ歯類に対する急性毒性、発がん性、
・発生源・暴露レベル 生殖・発生毒性等）
・環境運命（生分解性等） ・ヒトへの影響（急性／慢性毒性等）
・生態毒性データ ・生体内運命（代謝等）

・分類（ＯＥＣＤ分類基準）
・総合評価

３．暴露評価の取組

1) 各種法令等に基づく数量データの把握

①化審法に基づく指定化学物質の生産・輸入量実績の把握

化審法の指定化学物質（難分解性、低蓄積性、長期毒性の疑い；６１６

物質）の製造又は輸入事業者は、毎年度その製造／輸入数量及び用途を経

済産業省に届け出ることが義務付けられており、経済産業省は製造及び輸

（ ） 、入数量の合計が１００ｔ以上の物質 平成１２年度は８３物質 について

その名称と合計数量を公表している。

②化学物質排出把握管理促進法に基づく排出量データの把握

人の健康や動植物の生息や生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質

（３５４物質）について、事業所からの環境（大気、水、土壌）への排出

量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し経

済産業省・環境省に届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、

排出量・移動量を集計し、公表することとなっている。平成１４年４月か

ら事業者による排出量の届出が開始されている。

③生産・輸入実態調査（統計調査）

化学物質排出把握管理促進法の円滑な施行及び化審法に基づく既存化

学物質の安全性点検のための基礎資料とするため、経済産業省は３年ご

とに前年度に製造・輸入された化学物質について各事業所ごとに、製造

実績、輸入実績、用途などを調査している。



2) 環境モニタリング

①環境省

○化学物質環境汚染実態調査（いわゆる黒本調査）

化学物質審査規制法の制定時の国会附帯決議を踏まえ、既存化学物

質の一般環境中での残留状況の把握を目的として開始され、以降、調

査対象を審査済み新規化学物質及び非意図的生成化学物質にも拡大し

て、現在、初期環境調査（化審法指定化学物質やＰＲＴＲ制度の候補

、 ）物質 その他社会的要因から必要とされる物質等を対象とした調査等

や暴露量調査（環境リスク評価に必要なヒト及び生物の化学物質の暴

露量の調査）及びモニタリング調査（ＰＯＰｓ条約及び化審法第１，

２種特定化学物質に指定されている物質が対象）からなる環境汚染の

実態調査が行われている。

昭和４９年から平成１２年度までに７９４物質の調査が実施され、

うち３３３物質が一般環境中から検出されている。

○内分泌かく乱作用が疑われる化学物質の環境モニタリング

「環境ホルモン戦略計画ＳＰＥＥＤ'９８」にリストアップ平成１０年度以降、

された項目のうち、 ２０項目について、全国ダイオキシン類及び農薬以外の

１７１地点（平成１２年度）で実態調査を行っている。

○有害大気汚染物質モニタリング

低濃度ではあるが大気中から検出され、その長期暴露による健康影

響が懸念されている有害大気汚染物質のモニタリング調査を昭和６０

年度から実施している。

○公共用水域水質測定、要監視項目・要調査項目の調査

ｶﾄﾞﾐｳ水質汚濁防止法に基づき、人の健康に関する項目（健康項目：

２６項目）及び生活環境の保全に関する項目（生活環ﾑ、全ｼｱﾝ、鉛等

境項目：ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ等）について、国及び地方公共団体が公

共用水域の水質測定を実施している。

また、要監視項目（ ２２物質 、の調査及び要調査項目（平ｸﾛﾛﾎﾙﾑ等 ）

成１０年度に環境リスクに関する知見の集積が必要な物質として選定さ

れた３００物質）のリストに則った環境調査を実施している。

②国土交通省

○一般モニタリング

一級水系（１０９水系、１０３０ヶ所（平成７年 ）における生活環）

、 、 、 （ 、 、 ）境項目 健康項目 要監視項目 排水基準項目 ﾌｪﾉｰﾙ類 銅 亜鉛等

などのモニタリングを行っている。

○内分泌かく乱作用が疑われる化学物質に関するモニタリング

（ 、内分泌かく乱作用が疑われる化学物質のうち４物質 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ、ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA）について、一級河川及び下水

道における実態調査、河川への流入実態調査等を実施している。



地方自治体③

平成９年４月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、地方公共団

体において 大気汚染防止法に基づく指定物質などのモニタリングを行っ、

ている。

また、水質汚濁防止法に基づき、環境基準設定項目の監視のため公共

用水域の水質の常時監視が行われており、クロロホルムをはじめとする

要監視項目についても地域の実情に応じ、必要と考えられる項目につい

て測定が行われている。

3) 環境濃度予測モデル等の開発

国立環境研究所では、化学物質の環境リスク評価のための暴環境省の

露評価の高精度化・効率化のため、モニタリングデータの統計解析に基

づく予測モデルや、ＰＲＴＲ排出量データ等を利用する予測モデルの開

発を実施している。

化学物質総合評価管理プログラム「化学物質また、経済産業省では、

のリスク評価及びリスク評価手法の開発」において、大気濃度や河川中濃

度の予測プログラム等のモデル開発を行うなどリスク評価手法の開発を

行っている。

４．リスク評価の取組

１）経済産業省

平成１３年度より、上述の化学物質総合評価管理プログラムにおいて、

化学物質排出把握管理促進法の対象物質のうち、特に人への健康リスクが

高いと考えられる高生産量化学物質（約１８０物質）を中心に、当該物質

、 、の有害性情報 暴露情報等リスク評価のための基礎データを収集・整備し

初期リスク評価、詳細リスク評価を行うこととしている。

２）環境省

①化学物質の環境リスク初期評価

人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性のある化学物質の環境

媒体を経由した環境保全上の支障を生じさせるおそれ（環境リスク）に

環境リスク初期評価に着手しており、ついて定量的な評価を行うため、

平成９～１２年度の間に３９物質について評価を行い、その結果を１３年

度に公表してたところ。本初期評価は、国内外の既存文献より得られた知

見及びモニタリングデータに基づくスクリーニング的な評価と位置付けら

れており、今後詳細な評価を行う候補物質の判定を行っている。



②環境基準値等設定に係る取組

○有害大気汚染物質

中央環境審議会の答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方につい

て（第二次答申 （平成８年１０月）に提示された２３４の有害大気汚）」

染物質のうち、健康リスクがある程度高いと考えられる２２物質が優先

取組物質として選定され、環境基準の設定作業が進められている。

具体的には、中央環境審議会による基準値の検討を経て、これまでに

ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼ

ン、ジクロロメタンの５物質について環境基準が設定されている。

その後、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合

物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物の５物質について評価文書の

作成が終了しており、評価文書は大気環境学会誌に公表されている。今

後、中央環境審議会において環境基準の設定のための検討が行われる予

定となっている。

○水質環境基準

水質環境基準については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上

で維持することが望ましい行政上の目標として、人の健康に関する項目

（健康項目）と生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）に分けて

設定されている。

現在、中央環境審議会において、健康項目の追加等について検討が行

われているほか、水生生物の保全に係る水質環境基準の設定についても

今後具体的な検討が開始される予定となっている。

○土壌汚染物質

土壌汚染物質については、人の健康の保護及び生活環境の保全の観

点から環境基準が設定されている。これは、土壌中の有害物質を地下

水を経由して摂取するリスク及び土壌の食料を生産する機能に着目し

て定められているものである。

また、土壌汚染対策法に基づく汚染された区域を指定するための基

準として、これに加え、汚染土壌を直接摂取するリスクに着目した基

準も定めることとしており、本年９月に中央環境審議会から答申（ 土「

壌汚染対策法に係る技術的事項について（答申 ）を受けたところで）」

ある。

５．内分泌かく乱作用が疑われる化学物質に関する取組

内分泌かく乱作用が疑われる化学物質については、未だ科学的不確実性が

多く指摘されているのが現状であり、科学的な検討評価を積み重ねつつ、内

分泌かく乱作用によってもたらされる悪影響を明らかにした上で、適切なリ

スク評価の結果に基づいた対応をとることが必要である。



かかる観点から、政府における内分泌かく乱作用が疑われる化学物質に関

する取組は、関係各省の連携の下で実施されており、環境実態調査や作用機

序の解明を目的とした研究のほか、国際的な協調を図りつつ、試験法開発、

リスク評価等の科学的知見の充実のための取組が実施されている。



(2) 事業者における有害性評価・リスク評価の取組事例

事業者においては、自主的取組として、個別事業者としての対応のほか、事業

者団体の活動を通じた事業者間の協力や国際的な連携の中で化学物質の有害性情

報の収集等に取り組んできている。対外的に取組内容を公表している主要例は以

下のとおり。

１．我が国の産業界におけるＨＰＶ点検プログラムの取組状況

我が国の化学業界もＩＣＣＡ International Council of Chemical（

Association の取組に参画しており、２００２；国際化学工業協会協議会）

年１１月の時点で、我が国企業は４３物質の取りまとめ（リードカンパ

ニー）と３１８物質の協力（メンバーカンパニー：外国企業がリードカン

パニーになったものについて試験等を分担）を行うことを表明している。

産業界が作成したＳＩＡＲドラフトについては、関係各省及び試験機関

等によって構成されるレビュー委員会で評価された後、ＯＥＣＤへ報告さ

れており、２００２年３月に開催されたＳＩＡＭ１４までに１４物質

（ＩＣＣＡ全体では６６物質）の評価が行われている。

２．事業者団体等における取組

１ 「ビスフェノールＡ安全性５社研究会」）

1997年に国内メーカー５社により設立され、ビスフェノールＡの内分泌

かく乱問題に関して、海外とも連携を図りながら試験の実施をはじめ、科

学的事実の調査・情報提供等を行っている。

２）可塑剤工業会

代表的なフタル酸エステルであるフタル酸ジ-2-エチルヘキシル

（ＤＥＨＰ）を中心に20数年前から環境、安全問題に関して調査、研究に

取り組んでおり、近年においても定期的な環境モニタリング調査のほか霊

長類を用いた非発がん性に関する長期毒性試験を実施するなど、安全性の

確認を行っている。

３）日本スチレン工業会

スチレンダイマー・トリマーの内分泌かく乱作用の評価のための各種試

験を実施するなど、ポリスチレン製品の安全性に関する情報の収集・提供

を行っている。



４）日本難燃剤協会

臭素系難燃剤の安全性に関して、海外のBFRIP（アメリカ臭素系難燃工業

会）やBSEF（臭素・科学環境フォーラム）と協力し、科学的なデータの収

集や毒性研究プログラム等への参加に努め、その環境安全性に関する情報

提供を行っている。

５）日本石鹸洗剤工業会

化学物質排出把握管理促進法の対象物質となっている界面活性剤に使用

されている主要洗浄成分について、ハザードデータの収集と評価、環境モ

ニタリング並びにそれらの環境及び人の健康影響に関するリスク評価を行

い、結果を公表している。

また、欧州の洗剤原料メーカー（欧州化学工業協会の会員企業）と洗剤

メーカー（欧州石鹸洗剤工業会の会員企業）が実施している家庭用の洗浄

剤に使用されている化学物質と製品に関するリスクアセスメントの合同プ

ＨＥＲＡ （ イロジェクトである ※ Human and Environmental Risk Assessment）

ニシアティブとも情報交換・交流を図っており、今後、米国石鹸洗剤工業会

とともに、同イニシアティブに協力していくことを表明している。

※ＨＥＲＡ

家庭用の洗浄剤に使われている化学物質と製品に関してリスクアセスメントを行い、安全性

に関する適切な情報を消費者と行政に対して提供することを目的としている。当初はＩＣＣＡ

のＨＰＶリストで量の多いものに集中して取組が進められている。



(3) 日米欧における既存化学物質に関する取組状況

日米欧のいずれの場合にも、新規化学物質の審査・規制制度の制定以前に製

、 、 、造・輸入されていた物質は 既存化学物質とされ 審査の対象外とされており

別途、有害性やリスクの評価が行われている。既存化学物質の有害性情報の収

集に関しては、各国において相違があるが、リスク評価に関してはいずれも政

府が行っている。なお、事業者に対して試験の実施を求める場合は、いずれに

おいてもリスクが懸念される場合とされている。

米国においては、法律に基づき事業者への試験実施の指示が行える一方で、

近年、産業界の自主的な取組を通じて既存化学物質の有害性評価を進めるため

のプログラムが実施されている。

日本 米国 ＥＵ

○1973年の化学物質審査規 ○1979年以前の米国におけ ○198 1年にＥＵの市場に
制法公布の際に現に業とし る工業化学品を収載してイ あった物質を欧州既存商業
て製造され、又は輸入され ンベントリーを作成 （1980 化学物質インベントリ（Ｅ。
ていたものを既存化学物質 年以降に審査が終了し製 ＩＮＥＣＳ）に掲載。約１
名簿に収載。約２万種 造・輸入が開始された新規 ０万物質

化学物質も随時追加。約７
万物質）
○年間生産・輸入量１万ポ ○高生産量化学物質（年間
ンド（約5t）以上等の要件 生産輸入量1000トン超）に
に該当する15,000物質から ついて事業者に対し所有し、
省庁間試験委員会が優先物 ている毒性データの提出を
質リストを作成 要求し、これらに基づいて

欧州委員会が人や環境に影
響を与えるおそれがあると
考えられリスク評価を行う
べき優先物質リストを作成
（現在141物質）

○国が必要と認める物質に ○優先物質リストに掲載の ○リスク評価に必要な追加
ついて 厚生労働省が毒性 物質について人の健康又は 情報については、事業者に、 、
経済産業省が分解性及び蓄 環境を損なう不当なリスク 追加試験の実施を要求する
積性の試験を実施 が懸念される場合に 製造・ ことができる。、
○指定化学物質に指定され 輸入業者等に毒性試験の実

。たものについては、一定の 施を指示することができる
リスクが見込まれる際に、
製造・輸入事業者に対して
有害性（長期毒性）調査を
指示 ○1998年からは政府と産業

界の合意に基づき年間生
産・輸入量が100万ポンド 4（
54トン）以上の高生産量化
学物質について事業者の自
主的取組（ＨＰＶチャレン
ジプログラム）を開始。



(4) ＯＥＣＤのＨＰＶ点検プログラムとＩＣＣＡイニシアティブ

１．経緯

ＯＥＣＤ高生産量化学物質（ＨＰＶ：High Production Volume Chemicals)

点検プログラムとは、1991年のＯＥＣＤ理事会における既存化学物質の点検と

リスク削減のための協力に関する決定に基づいて１９９２年から行われている

国際的な取組。高生産量化学物質（ＯＥＣＤ加盟国の少なくとも１ヶ国で年間

1000トン以上生産されている化学物質）について、有害性の初期評価を行うた

めに必要と考えられるデータを加盟国で分担して収集し、初期評価を行ってい

る。

２．ＯＥＣＤ・ＨＰＶ対象物質

当初1000t/年以上の生産量が２ヶ国以上あるいは１ヶ国での生産量が10,000

t／年以上のもののうち有害性情報の少ないものが対象とされた。その後、199

3年にＥＵの既存化学物質の評価制度が設けられたことに対応して １ヶ国 又、 （

は１地域）の生産量1000t／年以上の物質に変更され、現在、約5,200物質が対

象となっている。

３．評価項目と評価スキーム

１）評価に求められる項目

既存化学物質を最初に評価する際に、その潜在的な有害性を判定するため

の最低限必要なデータセットとしてＳＩＤＳ（Screening Information Data

Set）が定められており、以下の項目からなる。これらの項目について既存

データを収集した上で適切性を評価し、必要な場合に追加テストを実施して

データを取得することとなる。試験費用については、全ての項目を実施した

場合、物質当たり約4,000万円とされている。

※HPV点検プログラムで求められる試験データ：

・物理化学性状（融点、沸点、相対密度、蒸気圧、分配係数、

水への溶解度、解離定数）

・環境中運命（光分解性、加水分解性（水中安定性 、好気的生分解性、）

環境媒体中の移動･分配）

・生態毒性（魚類急性毒性、ミジンコ急性遊泳阻害、藻類成長阻害

（必要に応じミジンコ繁殖毒性、陸生生物への毒性 ））

・毒性（急性毒性（経口･経皮又は吸入 、変異原性（一般には点変異と）

染色体異常 、反復投与毒性、生殖毒性（繁殖、発達毒性含む 、） ）

人での暴露の経験（入手可能であれば ））



２）評価スキーム

収集されたＳＩＤＳに基づき評価レポートであるＳＩＡＲ（ＳＩＤＳ

Initial Assessment Report）がまとめられ、ＯＥＣＤ加盟国による初期評

価会合ＳＩＡＭ（ＳＩＤＳ Initial Assessment Meeting）で評価を行った

上、ＯＥＣＤ化学品合同会合で承認される。

４．ＩＣＣＡ・ＨＰＶにおける取組

ＯＥＣＤにおけるＨＰＶ点検の加速化に貢献するため、ＩＣＣＡでは1998

年の総会において、2004年までに約1000物質を対象に、データ取得・初期評

価を行うことを決定し、2001年よりＳＩＡＲとしてＯＥＣＤへの報告を開始

したところ。

ＩＣＣＡイニシアティブを実施していく一義的責任はそのＨＰＶ製造者に

あるとされており、その企業は有害性データの収集、必要な場合には追加試験

の実施が求められる 通常 これらの企業は特定の化学物質についてスポンサー。 、

となることを表明し、同一物質を製造する他社あるいはグループと国際コン

ソーシアムを形成して取り組むこととなる。その中で、データの収集から有害

性評価までの取りまとめに責任をもつリーダー企業を決定するとともに、役割

分担とコスト負担についての合意がなされる（これらの方式は、欧米での既存

化学物質の評価で従来行われている方式でもある 。。）

５．計画と目標

１）ＯＥＣＤ・ＨＰＶ

具体的な計画としては、1994年のＩＦＣＳにおいて1997年末までに200物

質、2000年末までにさらに300物質の評価を実施することとされた。

その後、欧米やＩＣＣＡの取組を踏まえ、従来のものとは別に新たに1999

年をスタートとして、2004年までに1000物質※の評価を完了することを目標

とする新プログラム（ＯＥＣＤ Refocused Programme）が打ち出された。

2001年のＯＥＣＤ「環境アウトルック」では、最終的には2020年までのな

るべく早い時期に、ＯＥＣＤ・ＨＰＶリストの物質について評価を完了する

ことを目標としている。

２）ＩＣＣＡ・ＨＰＶ

ＩＣＣＡでは、1998年に、2004年までに1,000物質のＨＰＶの有害性評価

を実施する方針を打ち出している。

これまでにＳＩＡＭで評価の行われた物質数の推移は以下のとおりとなっ

ており、ＩＣＣＡからの報告が開始された２００１年の評価済み物質数は

大幅に増加している。



ＳＩＡＭで評価の行われた物質数の推移

※２００１年に評価の行われた７４物質のうち、ＩＣＣＡからの報告による物質は

４６物質で全体の約６割となっている。

各ＨＰＶプログラムのスケジュール

1998年 1999年 2000年 2004年 2020年

ＯＥＣＤ 2020年までにOECD

既存プログラム ･HPVリストの全物

2000年までに500物質 完了時期未定 質（目標）

新規プログラム

2004年までに1000物質

ＩＣＣＡ

2004年までに1000物質
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